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第 ７２ 巻 第 １２ 号 令和８年１月２３日発行

令和７年１１月２１日～令和７年１２月２０日

馬主登録
登録年月日 馬 主 氏 名 馬主登録番号 所 属 馬 主 協 会

７．１１．２５ 村 越 晃 ０１３４１８ 無所属
７．１１．２５ 小 森 秀 樹 ０１３４１９ 無所属
７．１１．２５ 木 浦 晋 一 ０１３４２０ 無所属
７．１１．２５ 小 田 健 太 ０１３４２１ 無所属
７．１１．２５ 山 代 計 多 ０１３４２２ 無所属
７．１１．２５ 眞保榮 健 太 ０１３４２３ 無所属
７．１１．２５ 新 津 俊 之 ０１３４２４ 無所属
７．１１．２５ 門 澤 慎 ０１３４２５ 無所属
７．１１．２５ 山 下 裕 二 ０１３４２６ 無所属
７．１１．２５ 岡 田 多方一 ０１３４２７ 無所属
７．１１．２５ 栁 薫 ０１３４２８ 無所属
７．１１．２５ 伊 藤 義 文 ０１３４２９ 無所属
７．１１．２５ 外 山 裕 一 ０１３４３０ 無所属
７．１１．２５ 後 藤 明 則 ０１３４３１ 無所属
７．１１．２５ 半 藤 大 将 ０１３４３２ 無所属

（ １ ）



７．１１．２５ 榎 本 善 和 ０１３４３３ 無所属
７．１１．２５ 安 原 麻 美 ０１３４３４ 無所属
７．１１．２５ 黒 田 茂 夫 ０１３４３５ 無所属
７．１１．２５ 日 髙 治 彦 ０１３４３６ 無所属
７．１１．２５ 津 田 朋 広 ０１３４３７ 無所属
７．１１．２５ 村 田 康 彰 ０１３４３８ 無所属
７．１１．２５ 貝 本 友美子 ０１３４３９ 無所属
７．１１．２５ 田 村 栄 二 ０１３４４０ 無所属
７．１１．２５ 服 部 知 明 ０１３４４１ 無所属
７．１１．２５ 金 城 宗 幸 ０１３４４２ 無所属
７．１１．２５ 福 原 俊 晴 ０１３４４３ 無所属
７．１１．２５ 磯 田 勇 ０１３４４４ 無所属
７．１１．２５ 文 豪 堂 ０１３４４５ 無所属
７．１１．２５ 原 田 茂 ０１３４４６ 無所属
７．１１．２５ 植 草 茂 樹 ０１３４４７ 無所属
７．１１．２５ 山 本 勝 央 ０１３４４８ 無所属
７．１１．２５ 西 川 和 宏 ０１３４４９ 無所属
７．１１．２５ 長 谷 川 彰 ０１３４５０ 無所属
７．１１．２５ 天 野 雄 太 ０１３４５１ 無所属
７．１１．２５ 西 山 大 介 ０１３４５２ 無所属
７．１１．２５ 吉 永 正 志 ０１３４５３ 無所属
７．１１．２５ N. シ ン ０１３４５４ 無所属
７．１１．２５ 黒 瀬 一 志 ０１３４５５ 無所属
７．１１．２５ 河 村 賢 治 ０１３４５６ 無所属
７．１１．２５ 倉 西 伸 武 ０１３４５７ 無所属
７．１１．２５ 井 口 公 玄 ０１３４５８ 無所属
７．１１．２５ 穴 澤 勇 人 ０１３４５９ 無所属
７．１１．２５ 阿 部 慶 輔 ０１３４６０ 無所属
７．１１．２５ 細 江 伸 央 ０１３４６１ 無所属

７．１１．２５ 中 島 敬 史 ０１３４６２ 無所属
７．１１．２５ 齋 藤 慎 ０１３４６３ 無所属
７．１１．２５ 渡 邊 優 磨 ０１３４６４ 無所属
７．１１．２５ 豊 島 愛 子 ０１３４６５ 無所属
７．１１．２５ 宮 下 あゆみ ０１３４６６ 無所属
７．１１．２５ 淺 野 雄 亮 ０１３４６７ 無所属
７．１１．２５ 久 野 浩 子 ０１３４６８ 無所属
７．１１．２５ 鎌 倉 義 雄 ０１３４６９ 無所属
７．１１．２５ 大 西 嘉 久 ０１３４７０ 無所属
７．１１．２５ 楠 本 勝 大 ０１３４７１ 無所属
７．１１．２５ 北 村 泰 規 ０１３４７２ 無所属
７．１１．２５ 古 川 光 瑛 ０１３４７３ 無所属
７．１１．２５ 村 田 和 弘 ０１３４７４ 無所属
７．１１．２５ 西 江 宏 行 ０１３４７５ 無所属
７．１１．２５ 髙 島 一 之 ０１３４７６ 無所属
７．１１．２５ 佐 藤 亨 ０１３４７７ 無所属
７．１１．２５ 五 藤 良 将 ０１３４７８ 無所属
７．１１．２５ 鄭 裕 元 ０１３４７９ 無所属
７．１１．２５ 東 條 岳 ０１３４８０ 無所属
７．１１．２５ 佐 藤 修 司 ０１３４８１ 無所属
７．１１．２５ 見 知 岳 洋 ０１３４８２ 無所属
７．１１．２５ 谷 口 裕 司 ０１３４８３ 無所属
７．１１．２５ 新 村 昌 寛 ０１３４８４ 無所属
７．１１．２５ 市 橋 卓 ０１３４８５ 無所属
７．１１．２５ 馬 場 良 ０１３４８６ 無所属
７．１１．２５ 野 口 順 也 ０１３４８７ 無所属
７．１１．２５ 西 森 正 樹 ０１３４８８ 無所属
７．１１．２５ 安 達 昌 之 ０１３４８９ 無所属
７．１１．２５ 福 井 純 ０１３４９０ 無所属

（ ２ ）



馬主登録取消
取消年月日 馬 主 氏 名 馬主登録番号 所 属 馬 主 協 会

７．１１．２５ 林 田 祥 来 ０１２２６２ 無所属
７．１１．２５ 山 本 雅 之 ０１２８９９ 京 都
７．１１．２５ ゲ ー ト イ ン ８０００９９ 東 京
７．１２．１０ 大 迫 正 善 ０１２２８７ 九 州
７．１２．１１ 大 野 裕 ０１１７０８ 中 山
７．１２．１７ 高 洲 陽 ００６５１５ 阪 神
７．１２．１７ 辰 巳 雅 朗 ０１３２７１ 無所属

１１．２５ 田 中 隆 資 ０１３４９１ 無所属
１１．２５ 成 本 武 弘 ０１３４９２ 無所属
１１．２５ 岩 﨑 義 久 ０１３４９３ 無所属
１１．２５ 神 田 雅 行 ０１３４９４ 無所属
１１．２５ 後 藤 大 ０１３４９５ 無所属
１１．２５ 𠮷 井 護 ０１３４９６ 無所属
１１．２５ 難 波 隆 行 ０１３４９７ 無所属
１１．２５ 志 田 直 之 ０１３４９８ 無所属
１１．２５ 加治屋 正太郎 ０１３４９９ 無所属
１１．２５ 片 岡 雅 彦 ０１３５００ 無所属
１１．２５ 平 山 成 厚 ０１３５０１ 無所属
１１．２５ 上 博 利 ０１３５０２ 無所属
１１．２５ 上 村 勇 人 ０１３５０３ 無所属
１１．２５ 古 川 薫 ０１３５０４ 無所属
１１．２５ 笠 原 龍 輔 ０１３５０５ 無所属
１１．２５ 斎 藤 洋 子 ０１３５０６ 無所属
１１．２５ ＷｉｓｅＷｉｎｄ ８００１１６ 無所属
１１．２５ ７９ 組 合 ８００１１７ 無所属
１１．２５ 大山ホースクラブ ８００１１８ 無所属
１１．２５ MIKITORACING ８００１１９ 無所属
１１．２５ NYC R a c i n g ８００１２０ 無所属
１１．２５ ウェイタークラブ ８００１２１ 無所属
１１．２５ ㈱リアルアセットマネジメント ９０１２７３ 無所属
１１．２５ 合同会社ＪＰＮ技研 ９０１２７４ 無所属
１１．２５ ㈱曙 殖 産 ９０１２７５ 無所属
１１．２５ ベラジオコーポレーション㈱ ９０１２７６ 無所属

（ ３ ）



令和８年度における競馬場の入場者から徴収する入
場料の額に関する日本中央競馬会入場料規則の特例
を定める通達

（令和７年１２月１５日 理事長達第４７号）

（目的）

第１条 この通達は、日本中央競馬会入場料規則（平成２６年理事長達第

２６号。以下「規則」という。）第２条第１項本文に規定する競馬場の

入場者から徴収する入場料の額に関し、令和８年度における規則の特

例を定めることを目的とする。

（定義）

第２条 この通達において使用する用語は、規則において使用する用語

の例による。

（入場料の額の特例）

第３条 規則第２条第２項第１号の規定にかかわらず、令和８年１月１

日から同年１２月３１日までの間において中山、東京、中京、京都及び阪

神の各競馬場の入場者（規則第３条第１項に規定する入場者を除く。）

から徴収する入場料の額は、当該入場料の徴収がインターネットを通

じてクレジットカードで行われる場合（当該入場料を日本中央競馬会

有料席等利用料規則（平成２６年理事長達第２７号）に規定する有料席等

利用料と併せて徴収する場合を除く。）に限り、１００円とする。

附 則

（施行期日）

１ この通達は、令和８年１月１日から施行する。

（通達の失効）

２ この通達は、令和８年１２月３１日限り、その効力を失う。

競馬会記事

（ ４ ）



日本中央競馬会不動産貸付基準

（昭和５０年８月１２日 理事長達第９号）

（総則）

第１条 本会の不動産の貸付けについては、別に定めのあるもののほか、

この基準によるものとする。

（貸付けの対象）

第２条 不動産の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる

ものとする。

⑴ 本会の業務を円滑に行うために必要な団体

⑵ 畜産の振興又は馬術の普及を目的とする団体であって、理事長が

適当と認めたもの

⑶ 公共性又は公益性のある団体であって、理事長が適当と認めたも

の

⑷ 本会が発注する役務若しくは工事等を請け負い、又は物品の製造

をする者であって、理事長が適当と認めたもの

⑸ 地方競馬の主催者

（貸付けの期間）

第３条 貸付けの期間は、１年以内とする。ただし、更新することがで

きるものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、民法（明治２９年法律第８９号）その他の法

令に不動産の貸付けの期間に係る定めがあるときは、その定めに従う。

（土地の貸付け）

第３条の２ 本会の土地について、建物を所有するための貸付けは行わ

ない。ただし、次の各号に掲げる場合において理事長が特に認めたとき

は、この限りでない。

⑴ 第２条第１号に規定する者が競馬事業のために当該建物を所有す

るとき。

⑵ 第２条第３号に規定する者が公共の用途等のために当該建物を所

有するとき。

⑶ 第１４条第５号に該当して同条の適用を受ける者が本会との契約を

円滑かつ適正に履行するために当該建物を所有するとき。

（貸付けの実施）

第３条の３ 理事長は、第２条各号に規定する者から不動産の貸付けに

係る申出を受けた場合において、当該不動産の使用目的その他当該貸

付けに係る申出の内容が適切であると認めたときは、当該者に対し当

該不動産を貸し付けるものとする。

２ 前項の場合において、理事長は、当該不動産の貸付けを受けること

となった者との間に、遅滞なく、当該不動産に係る貸付契約を締結す

るものとする。

（契約の解除）

第４条 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付契約を

解除することがある。

⑴ 本会が当該不動産を必要とするに至ったとき。

⑵ 貸付けを受けた者が契約条項に違反し、又はそのおそれがあると

き。

⑶ 貸付けを受けた者が当初の使用目的に反して使用し、又はそのお

それがあるとき。

（ ５ ）



（貸付料算定基準）

第５条 貸付料の年額は、次項の規定による算定基礎額に第３項に規定

する率を乗じて得た額（以下「基礎額」という。）に消費税及び地方

消費税に相当する額を加えて得た額とする。

２ 算定基礎額は、当該不動産の貸付期間の初日における固定資産課税

台帳登録価格とする。ただし、当該不動産の固定資産課税台帳登録価

格が設定されていない場合にあっては、次の各号に掲げる不動産の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。

⑴ 土地 貸付期間の初日における近傍類似の土地の固定資産課税台

帳登録価格

⑵ 土地以外の不動産 別に定めるところにより当該不動産の取得価

格又は工事金額のいずれかの額に２分の１を乗じて得た額

３ 第１項の率は、次の各号に掲げる不動産の区分に応じ、当該各号に

定める率とする。

⑴ 土地 １００分の３（本会の事業の用に供する場合又は第２条第３

号に規定する者が収益事業以外の用途に供する場合にあっては１００

分の２）

⑵ 土地以外の不動産 １００分の１２（本会の事業の用に供する場合又

は第２条第３号に規定する者が収益事業以外の用途に供する場合に

あっては１００分の８）

第６条 独立家屋を貸し付ける場合の貸付料の年額は、当該建物の基礎

額と当該所要敷地の基礎額を加算して得た額に消費税及び地方消費税

に相当する額を加えて得た額とする。

第７条 建物の一部を貸し付ける場合の貸付料の年額は、次の算式によ

り計算する。

（T１×R１＋T２×R１）×A２A１×R２

T１ 第５条第２項に定める当該建物に係る算定基礎額

T２ 第５条第２項に定める当該建物の所要敷地に係る算定基礎額

R１ 第５条第３項に定める率

R２ １００分の１００に消費税及び地方消費税の税率を加えた率（消費税

法（昭和６３年法律第１０８号）第６条の規定により消費税を課され

ないものについては１００分の１００）

A１ 当該建物の有効使用面積

A２ 当該貸付部分の面積

第８条 貸付期間が１年に満たない場合の貸付料については、年額を基

準として日割により計算する。

（貸付料率の特例）

第９条 貸付物件の使用形態又は利用効率その他のやむを得ない事情に

より理事長が第５条第３項に定める率によることが実情に沿わないと

認めた場合は、その率を増減することがある。

第１０条 削除

第１１条 本会が賃借している不動産を貸し付ける場合の貸付料は、本会

が支払うべき賃借料相当額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）

とする。

第１２条 削除

（貸付料の納期）

第１３条 貸付料は、所定の期日に徴収する。ただし、前納を認めるもの

とする。

（ ６ ）



（無償貸付の特例）

第14条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する貸付けについては、

第５条から第８条まで及び第１１条の規定にかかわらず、無償とするこ

とがある。

⑴ 第２条第１号に規定する者が収益事業以外の事業のために使用す

るとき。

⑵ 第２条第１号に規定する者が事務所として使用する場合であって、

理事長が適当と認めたとき。

⑶ 第２条第２号に規定する者が畜産共進会、馬術競技大会又は乗馬

訓練等のために使用する場合であって、理事長が適当と認めたとき。

⑷ 第２条第３号に規定する者が公共若しくは公益の目的のために使

用する場合又は本会の業務運営上必要な目的のために使用する場合

であって、理事長が適当と認めたとき。

⑸ 第２条第４号に規定する者が本会との契約を履行するため使用す

る場合であって、理事長が適当と認めたとき。

（電柱等に係る取扱い）

第15条 第５条、第８条、第１１条及び前条の規定にかかわらず、電柱又

は電線等の設置のために土地を貸し付ける場合の取扱いは別に定める

ところによる。

附 則

１ この基準は、昭和５０年７月２１日から実施し、昭和５０年１月１日から

適用する。

２ 昭和４９年１２月３１日以前からの本会不動産の貸付については、なお、

従前の例による。

３ 日本中央競馬会不動産貸付取扱要領（昭和４０年７月１日設定）は、

廃止する。

附 則（昭和５２年１２月２６日理事長達第２２号）

この通達は、昭和５３年１月１日から実施する。

附 則（昭和５８年４月１日理事長達第４号）

この通達は、農林水産大臣の承認のあつた日（昭和５８年４月１日）か

ら施行する。

附 則（昭和６０年７月１６日理事長達第１３号）

この通達は、農林水産大臣の承認のあつた日（昭和６０年７月１６日）か

ら施行し、改正後の日本中央競馬会不動産貸付基準の規定は、昭和６０年

４月１日から適用する。

附 則（平成元年４月２６日理事長達第１５号抄）

この通達は、農林水産大臣の承認のあつた日（平成元年４月２５日）か

ら施行し、〔中略〕平成元年４月１日から適用する。

附 則（平成３年９月１３日理事長達第１０号）

この通達は、平成３年１０月１日から施行する。

附 則（平成６年１２月２６日理事長達第４０号）

（施行期日）

１ この通達は、平成７年１月１日から施行する。

（貸付料に関する特例措置）

２ 平成７年度から平成９年度までの各年度においては、改正後の日本

中央競馬会不動産貸付基準（以下「改正後の基準」という。）第５条

から第７条までの規定により計算した貸付料の年額が、改正前の日本

中央競馬会不動産貸付基準第５条から第７条までの規定により計算さ

れた平成６年度の貸付料の年額（以下「旧貸付料」という。）に達し

ないこととなるときは、改正後の基準第５条から第７条までの規定に

（ ７ ）



かかわらず、当該旧貸付料をもつて各条に規定する貸付料の年額とす

る。

附 則（平成９年２月２６日理事長達第９号抄）

この通達は、平成９年４月１日（以下「施行日」という。）から施行

する。

附 則（平成９年１２月２４日理事長達第４１号）

（施行期日）

１ この通達は、平成１０年１月１日から施行する。

（貸付料に関する特例措置）

２ 平成１０年度から平成１２年度までの各年度においては、改正後の日本

中央競馬会不動産貸付基準（以下「改正後の基準」という。）第５条

から第７条までの規定により計算した貸付料の年額（以下「新貸付料」

という。）が、改正前の日本中央競馬会不動産貸付基準第５条から第

７条までの規定により計算された平成９年度の貸付料の年額（以下「旧

貸付料」という。）に達しないこととなるときは、改正後の基準第５

条から第７条までの規定にかかわらず、当該旧貸付料をもって各条に

規定する貸付料の年額とする。ただし、旧貸付料が新貸付料に比し著

しく高額であって、かつ、旧貸付料をもって貸付料の年額とすること

が実情にそわないと理事長が特に認めた場合には、理事長が別に定め

る額をもって各条に規定する貸付料の年額とする。

附 則（平成１２年１２月１９日理事長達第２８号）

この通達は、平成１３年１月１日から施行する。

附 則（平成２４年１２月２０日理事長達第４２号）

（施行期日）

１ この通達は、平成２５年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ 平成２５年度から平成２７年度までの各年度における福島競馬場に係る

不動産の貸付料の年額についての改正後の日本中央競馬会不動産貸付

基準第５条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「貸

付開始の初日」とあるのは、「平成２３年４月１日」とする。

附 則（平成２６年３月１９日理事長達第１１号）

この通達は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則（令和３年１２月２３日理事長達第２６号）

この通達は、令和４年１月１日から施行する。

附 則（令和７年１２月１２日理事長達第４６号）

（施行日）

１ この通達は、令和８年１月１日（以下「施行日」という。）から施

行する。

（経過措置）

２ 改正後の日本中央競馬会不動産貸付基準第５条及び第７条の規定は、

施行日以後に不動産の貸付けを開始（更新を含む。）する契約につい

て適用し、この通達の施行の際現に不動産の貸付けを行っている契約

については、なお従前の例による。

（ ８ ）



令和７年日本中央競馬会理事長達第５１号

日本中央競馬会組織規程の一部を改正する通達

日本中央競馬会組織規程（平成１９年理事長達第３０号）の一部を別紙新

旧対照表のとおり改正する。

附 則

（施行期日）

１ この通達は、令和８年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この通達による改正前の日本中央競馬会組織規程の規定により交付

された環境整備費に係る事務については、なお従前の例による。

（ ９ ）



（総務部）
第２５条 総務部においては、次の事務を行う。
⑴～⑸ 〔略〕
⑹ 地域貢献寄附金に係る企画調整に関すること。

⑺ 本会事業所周辺の地元協力についての企画調整に関すること（お
客様部及びウインズ部の所掌に属するものを除く。）。
⑻ 地元協力に係る交付金の交付等に関すること（ウインズ部の所掌
に属するものを除く。）。
⑼～⑾ 〔略〕

（ウインズ部）
第３３条の３ ウインズ部においては、次の事務を行う。
⑴～⑺ 〔略〕
⑻ 場外勝馬投票券発売所に係る地元協力（お客様部の所掌に属する
ものを除く。）についての企画調整に関すること。

⑼ 場外勝馬投票券発売所に係る地域貢献寄附金及び地元協力に係る
交付金の交付等に関すること。
⑽～⒁ 〔略〕

別表１ 本部の室及び課の事務分掌（第３７条関係）
［１］・［２］〔略〕
［３］総務部

１・２ 〔略〕
３ 環境整備課
⑴ 地域貢献寄附金に係る企画調整に関すること。

（総務部）
第２５条 総務部においては、次の事務を行う。
⑴～⑸ 〔略〕
⑹ 本会事業所周辺の環境整備（特別振興事業を除く。）及び地元協力
についての企画調整に関すること（お客様部及びウインズ部の所掌
に属するものを除く。）。
⑺ 環境整備費の交付に関すること。

⑻ 地元協力費等の交付に関すること（ウインズ部の所掌に属する
ものを除く。）。
⑼～⑾ 〔略〕

（ウインズ部）
第３３条の３ ウインズ部においては、次の事務を行う。
⑴～⑺ 〔略〕
⑻ 場外勝馬投票券発売所に係る環境整備（特別振興事業を除く。）及
び地元協力（お客様部の所掌に属するものを除く。）についての企画
調整に関すること。
⑼ 場外勝馬投票券発売所に係る地元協力費等の交付に関すること。

⑽～⒁ 〔略〕

別表１ 本部の室及び課の事務分掌（第３７条関係）
［１］・［２］〔略〕
［３］総務部

１・２ 〔略〕
３ 環境整備課
⑴ 本会事業所周辺の環境整備（特別振興事業を除く。）及び地元
協力についての企画調整に関すること（安全企画課及びウイン

日本中央競馬会組織規程 新旧対照表

改 正 後 現 行
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⑵ 本会事業所周辺の地元協力についての企画調整に関すること
（安全企画課及びウインズ事業室の所掌に属するものを除く。）。
⑶ 地元協力に係る交付金の交付等に関すること（ウインズ事業
室の所掌に属するものを除く。）。

［４］～［１３］〔略〕
［１４］ウインズ部

１ ウインズ事業室
⑴～⑼ 〔略〕
⑽ 場外勝馬投票券発売所に係る地元協力（安全企画課の所掌に
属するものを除く。）についての企画調整に関すること。

⑾ 場外勝馬投票券発売所に係る地域貢献寄附金及び地元協力に
係る交付金の交付等に関すること。
⑿～⒂ 〔略〕
２ 〔略〕

［１５］～［１７］〔略〕

別表５ 日高育成牧場及び宮崎育成牧場の事務分掌（第６４条関係）
１ 総務課
⑴・⑵ 〔略〕
⑶ 地域貢献寄附金及び地元協力に係る交付金の交付等に関するこ
と（宮崎育成牧場に限る。）。

⑷～⒄ 〔略〕
２・３〔略〕
別表６ トレーニング・センターの事務分掌（第７１条関係）
１ 〔略〕
２ 総務課
⑴～⑶ 〔略〕
⑷ 地域貢献寄附金及び地元協力に係る交付金の交付等に関するこ
と。
⑸～⑽ 〔略〕

ズ事業室の所掌に属するものを除く。）。
⑵ 環境整備費の交付に関すること。

⑶ 地元協力費等の交付に関すること（ウインズ事業室の所掌に
属するものを除く。）。

［４］～［１３］〔略〕
［１４］ウインズ部

１ ウインズ事業室
⑴～⑼ 〔略〕
⑽ 場外勝馬投票券発売所に係る環境整備（特別振興事業を除く。）
及び地元協力（安全企画課の所掌に属するものを除く。）につい
ての企画調整に関すること。
⑾ 場外勝馬投票券発売所に係る地元協力費等の交付に関するこ
と。
⑿～⒂ 〔略〕
２ 〔略〕

［１５］～［１７］〔略〕

別表５ 日高育成牧場及び宮崎育成牧場の事務分掌（第６４条関係）
１ 総務課
⑴・⑵ 〔略〕
⑶ 環境整備費、地元協力費等に関すること（宮崎育成牧場に限る。）。

⑷～⒄ 〔略〕
２・３〔略〕
別表６ トレーニング・センターの事務分掌（第７１条関係）
１ 〔略〕
２ 総務課
⑴～⑶ 〔略〕
⑷ 環境整備費、地元協力費等に関すること。

⑸～⑽ 〔略〕

（ １１ ）



３～１０ 〔略〕
別表７ 競馬場の事務分掌（第８０条関係）
１ 〔略〕
２ 総務課
⑴～⑷ 〔略〕
⑸ 地域貢献寄附金及び地元協力に係る交付金の交付等に関するこ
と。（お客様課の所掌に属するものを除く。）。
⑹～⒂ 〔略〕

３～１０ 〔略〕
別表７ 競馬場の事務分掌（第８０条関係）
１ 〔略〕
２ 総務課
⑴～⑷ 〔略〕
⑸ 環境整備費、地元協力費等に関すること（お客様課の所掌に属す
るものを除く。）。
⑹～⒂ 〔略〕
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